
建 技 第 4 5 4 号 

農 企 第 3 6 5 号 

令和６年１月 15日 

 

建設関係団体の長 殿 

 

富山県 

土 木 部 長 

                              農林水産部長 

（公印省略） 

 

令和６年能登半島地震に係る応急対策業務の実施に伴う対応について 

 

日頃より、本県の社会資本整備の推進に格別のご理解、ご協力を賜り厚く御礼申

し上げます。 

また、令和６年能登半島地震に係る応急対策業務に関して、災害協定に基づき、

関係団体の皆様からご協力をいただいていることに対し、重ねて感謝申し上げま

す。 

さて、被災箇所の速やかな復旧を図る観点から、緊急復旧等の調査、計画検討、

工事等への対応を優先する必要があります。ついては、こうした災害応急対策に伴

い、実施中の工事の工期又は委託業務の履行期間の延長が必要となる場合には、各

発注機関へ事前に協議いただきますよう、会員の皆様への周知をお願いいたしま

す。 

 なお、土木部及び農林水産部の各所属に対しても、別紙のとおり周知しておりま

すので、参考まで送付いたします。 

 

 

 

 

（担当） 

 土木部建設技術企画課   山田、若林 

   TEL 076-444-3138 

 農林水産部農林水産企画課 伊藤、北市 

   TEL 076-444-9621 

 



建 技 第 4 5 4 号 

令和６年１月 15日 

 

 部内各所属長 殿 

 

土木部長 

 

令和６年能登半島地震に係る応急対策業務に伴う既発注工事等への 

対応について 

 

このことについて、令和６年能登半島地震の被災地域では当面の間、災害応急対

策を優先する必要があり、このためには、建設企業の協力が不可欠です。 

ついては、当該応急対策業務の実施に伴い、貴所属発注の工事及び委託業務の受

注者から工期又は履行期間の延長の協議があった場合には、事情をご理解いただ

き、十分な配慮をお願いします。 

また、この措置に伴い必要となる予算の繰越手続についても、遺漏のないようお

願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務担当：建設技術企画課 若林） 

 

 

別 紙 



農 企 第 3 6 5 号 

令和６年１月 15日 

 

部内関係所属長 殿 

 

農林水産部長 

 

令和６年能登半島地震に係る応急対策業務に伴う既発注工事等への

対応について 

 

このことについて、令和６年能登半島地震の被災地域では当面の間、災害応急対

策を優先する必要があり、このためには、建設企業の協力が不可欠です。 

ついては、当該応急対策業務の実施に伴い、貴所属発注の工事及び委託業務の受

注者から工期又は履行期間の延長の協議があった場合には、事情をご理解いただ

き、十分な配慮をお願いします。 

また、この措置に伴い必要となる予算の繰越手続についても、遺漏のないようお

願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務担当：農林水産企画課 上田、櫻井） 

別 紙 



建 技 第 4 5 4 号 

農 企 第 3 6 5 号 

令和６年１月 15日 

 

各市町村長 殿 

 

富山県 

土 木 部 長 

                              農林水産部長 

 

令和６年能登半島地震に係る応急対策業務に伴う既発注工事等への 

対応について 

 

このことについて、令和６年能登半島地震の災害応急対策の優先的かつ迅速な

実施のため、既発注工事等への対応について別紙のとおり建設関係団体へ通知し

ましたので、参考までに送付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務担当：建設技術企画課 若林 

 農林水産企画課 上田 

 

参 考 


